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ぶらり丹波路魅力体験＆拡散ツアー事業委託業務 
公募型プロポーザル募集要項 

 

１ 事業目的 

  本業務は、丹波地域が有する豊かな自然、食、歴史・文化、産業等の多様な地域資源及

び大阪・関西万博のレガシーとして展開されるフィールドパビリオンを効果的に活用

し、国内外の富裕層市場に対してその魅力を戦略的に発信することで、認知度及びブ

ランド力の向上並びに誘客促進を図ることを目的とする。 

このため、情報発信力・影響力を有する者や京阪神地域のラグジュアリーホテルのコ

ンシェルジュや接客担当スタッフ等を対象に、現地体験型ツアーを実施し、丹波地域を

高付加価値観光地として正確に理解・認識させるとともに、顧客への提案における有力

な選択肢として位置付け、継続的かつ広域的な情報発信へとつなげる。 

 

２ 業務の内容 

(1) 業務名     ぶらり丹波路魅力体験＆拡散ツアー事業委託業務 

(2) 業務内容    別紙仕様書のとおり 

(3) 業務委託期間  契約締結日から令和９年３月 31 日（水） 

 

３ 委託費（契約上限額） 

  １，９６９千円（消費税及び地方消費税含む）を上限とする。 

 

４ スケジュール 

期     日 内     容 

令和８年６月19日（金） 公募開始 

令和８年７月１日（水） 質問受付期限 

令和８年７月10日（金） 企画提案書提出期限 

令和８年７月下旬 審査結果通知、契約締結、事業開始 

契約締結後 ツアー実施 

令和９年３月31日（水） 事業実績報告（最終） 

 

５ 参加資格 

公募に参加できる者は、次の全ての要件を満たす者であること。 

(1) 法人その他の団体又は個人事業主であって、業務を適切に遂行できる能力を有する

こと。 

(2) 提案する事業が法令等の規定により官公署の免許、許可、認可又は指定を受けてい

る必要がある場合には、当該免許、許可、認可又は指定を受けていること。 

(3)  事業の実施にあたり、委託者との打合せなどに適切に対応できること。 
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(4)  業務内容について守秘義務を遵守できること。 

(5) 次のいずれにも該当しないこと。 

  ①  地方自治法施行令第 167 条の 4 の規定に該当する者 

  ②  兵庫県の指名停止基準に基づく指名停止の措置を受けている者 

③  会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申立て、民事再

生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手続開始の申立てが行われている者  

④  県税、消費税及び地方消費税を滞納している者 

⑤  宗教活動や政治活動を主たる目的とする者 

⑥ 暴力団又は暴力団若しくは暴力団員又はこれに準ずる団体等の統制の下にある者 

(6) 複数の者がグループを構成して申請する場合は、次のとおりとする。 

  ① 代表者を選出し、応募等に係るやり取りは代表者が行うこと。 

  ② 申請書の記名等については、全ての構成者が行うこと。 

  ③ 申請については、１者につき１提案に限る。また、グループの構成者は他のグル

ープの構成者となり、又は単独で申請を行うことは出来ない。 

    なお、代表者及びその構成者は上記の資格条件をすべて満たす必要がある。 

 

６  募集要項の内容に関する質問及び回答 

  本プロポーザルに関する質問及び回答方法は次のとおりとする。 

(1)  受付期間 

 令和８年６月 19 日（金）から同年７月１日（水）の午後５時まで  

(2)  提出方法  

質問は、質問書（様式第５号）に記載し、電子メールにて本書末記の事務局に提出

すること。また、必ず受信を電話で確認すること。 

(3)  留意事項  

件名に「プロポーザルに関する質問」と記載すること。 

(4)  質問に対する回答 

  令和８年７月３日（金）までに、質問者に対して回答の内容を個別に連絡するとと

もに、質問・回答内容をホームページに掲載する。 

 

７ 応募方法 

(1) 募集期間 

令和８年６月 19 日（金）から同年７月 10 日（金）の午後５時まで 

(2) 提出方法 

提出書類は、持参又は郵送により提出すること。  

※受付時間：開庁日の午前９時から午後５時までとする。  

※郵送の場合、電話等により事務局に連絡したうえで、募集期間内に事務局に到着

（必着）するように提出すること。 
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(3) 提出書類 

     提出書類は、次のとおりとし、Ａ４または Ａ３で作成し、Ａ３の場合は Ａ４サイ

ズに折りたたむこと。 

 

 ［提出書類］ 

 

(4)  企画提案書について 

 ①  内容 

     次の内容を必ず含むこととし、その他は任意とする。 

ア   実施スケジュール 

イ  ツアーの行程等の概要案 

ウ  ツアーの募集方法（ターゲット、広報手法等） 

エ  類似業務実績 

② 作成方法 

ア 企画提案書のページ上限は 20ページ（表紙・目次除く。Ａ3、Ａ4 サイズ横書

き、Ａ4 サイズ長辺綴、片面印刷）とする。目次を除きページ番号を一連で付し、

バラバラにならないように綴じて提出すること。 

イ  文書を補完するための、写真・イラストなどは使用可とする。 

ウ 文字ポイントは、図表中の文字を除き、12 ポイント以上とする。 

  (5)  その他注意事項   

①  提出書類の作成、提出等に要する経費は、応募者の負担とする。  

②  提出書類は、審査のためにのみ使用し、応募者には返却しない。 

③  提案内容の著作権は提案者に帰属するが、受託者選定事務等のために提出された

提案書の写しを作成し、使用することがある。また、企画提案書については、電子

データの提供を求めることがある。 

             書  類  名 様式    部 数 

① 応募申請書   １ １部 

(正本 1 部) 

② 提案者概要及び業務実施体制調書 

 ※業務実施体制調書は任意様式でも可 

２ ７部 

(正本 1 部,副本 6 部) 

③ 誓約書 ３ １部 

(正本 1 部) 

④ 企画提案書 

 

任意 ７部 

(正本 1 部,副本 6 部) 

⑤ 経費見積書 ４ １部 

(正本 1 部) 
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８ 審査  

(1) 審査の方法 

審査委員会を設置し、書類審査の上、業務を委託する者を選定する。 

なお、必要に応じて、応募者に対して提出書類の内容の確認、追加書類の提出の依

頼、ヒアリング等を行うことがある。  

   

［評価項目］ 

項 目 内 容 配点 

A 企画 

・本事業の目的に沿った提案となっているか。 

・ひょうごフィールドパビリオン、地域の観光資源等のコンテン

ツの特色を活かせているか。 

・富裕層市場に対し魅力的なコースになっているか。 

・集客するための効果的な営業方法が提案されているか。 

・全体スケジュールを含め実現可能な提案であるか。 

25 

B 実績 ・事業実施のノウハウ、実績を有しているか。 5 

C 体制 ・業務の実施の体制は妥当なものであるか。 5 

D 経費 ・業務内容に見合った適切な経費になっているか。 5 

合計 40 

  

(2)  選考方法 

  ① 各審査委員の採点を集計し、合計点数が最も高い者を当選者とする。  

②  各審査委員の採点の平均点が２４点（４０点満点）に満たない場合は、当選者と 

しない。  

③  本プロポーザルに参加する者が１者となった場合でも選考は実施する。 

(3)  結果の連絡 

審査の結果は、事務局から応募者全員に通知する。 

(4)  注意事項 

   提出書類に虚偽の内容が記載されていたことが発覚した場合には、選定を取消し次

点のものを採用する。 

 

９ 委託契約の締結  

（1）選定された事業を提案した事業実施団体と提案事業の実施方法等について協議・  

調整を行う。この際、双方で確認の上、提案内容に修正・変更を加える場合がある。  



5 

 

（2）甲は、財務規則（昭和 39 年兵庫県規則第 31 号）第 100 条第１項第８号の規定によ

り、乙が納付すべき契約保証金を免除する。 

 

10 その他 

 (1) 企画に際しては、業務委託先として採用されないこともある点に十分注意のうえ、  

関係者とトラブルがないようにすること。 

(2) 消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかに関わら

ず、見積金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算し見積書に記載すること。 

(3) 次の事項に該当する場合は、無効または失格となることがある。 

  ① 関係書類の提出方法、提出先又は提出期限が守られなかったとき 

  ② 関係書類に記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないとき 

  ③ 関係書類に記載すべき事項以外の内容が記載されているとき 

  ④ 申請書類に虚偽の内容が記載されているとき 

  ⑤ その他、選考審査において、審査を行うにあたって不適当と認められるとき 

(4)  契約候補者が参加要件を満たしていないことが判明した場合は、当該候補者とは契

約を締結しないものとする。この場合は、次順位の者と契約を締結する。 

(5)  応募手続後、都合により参加辞退する者は、辞退届（任意）を提出すること。 

 

11 事務局 

 兵庫丹波観光ネットワーク推進委員会事務局 安達 

  （兵庫県丹波県民局県民躍動室地域共創課内） 

 〒669-3309 兵庫県丹波市柏原町柏原６８８ 

    Tel０７９５－７３－３７８２ fax ０７９５－７２－３０７７ 

    E-mail: tambakem@pref.hyogo.lg.jp 

 

   

   ［参 考］                                                                        

    〇兵庫丹波観光ネットワーク推進委員会 

Ｗｅｂサイト「ぶらり丹波路」 

URL： https://www.burari-tambaji.com/ 

〇ひょうごフィールドパビリオン特設サイト                

URL：https://expo2025-hyogo-fieldpavilion.jp/ 


